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宮嶋委員長 

                        （ ９:３０） 

 皆さん、おはようございます。 

 ただいまの出席委員は全員でございます。定足数に達しております

ので、これより木津川市精華町環境施設組合議会議会運営委員会を開

会します。 

 なお、森田議長から欠席するとの連絡を受けております。 

 本日の議題につきましては、お手元に配付した次第のとおりであり

ます。 

 なお、委員会条例第１３条の規定により、傍聴を希望する者がある

場合は許可することといたします。 

 また、この会議の記録につきましては、委員会条例第２５条の規定

により、委員長が署名することになっておりますので、私のほうで後

日会議録を確認させていただきます。 

 したがって、発言の際は挙手願い、委員長の指名後にご発言いただ

きますようお願いいたします。 

 それでは、議題に入ります。 

 議題の１、木津川市精華町環境施設組合議会会議規則の一部改正に

ついてであります。 

 事前に配付されました「木津川市精華町環境施設組合議会会議規則

の一部改正（案）」をご覧ください。 

 本件につきましては、前回の議会運営委員会で確認した内容を踏ま

え、追加で修正したほうが適当と考えられる箇所を示した改正案と事

前確認資料を９月２５日に皆様にお示しをし、１０月１０日を期限と

して意見等を求めましたが寄せられた意見等はございませんでした。 

 よって、今回お示しをしている改正案により、会議規則第１４条第

３項の規定により、本年第２回定例会において委員長名にて発議した

いと思いますが、ご異議ございませんですか。 

 

  （異議なしの声） 

 

 佐々木副委員長。 

佐々木 

副委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 内容は別にいいんですけども、今回のような９月２５日付の意見聴

取という方法でやった場合というのは、会議録に残らないわけです。

前回確認した会議録に残らない部分を追加で多分削除するということ

になってしまうので、これをやるのであれば、今日のこの委員会で前

回確認したことをどのように、つまり、こういうふうに追加修正した

らどうかというような意見が出てきたわけですね、事務局から。それ

を再度ここで確認しておかないと、いわゆる後日会議録を見た人か

ら、要するにここにいなかった人が見れば、前回の議会運営委員会で

確認されたこと以外のことが次の定例会で上程されるという事態が発

生をすることになるわけですから。 

 これについては、今の議題は会議規則だけですけども、傍聴規則に
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佐々木 

副委員長 

つづき 

関しても、別に中身が悪いというわけじゃないですよ、手続上、後世

の人が見たときに、疑問に思わないような処理をしておかないと問題

が多いのではないかと。 

 だから、今後は、例えば一個の方法としては、９月の段階でそうい

うことが分かったんだったら、今日までの間に再度委員会を招集して

追加修正などをするという手続を取るという方法と、もう一個は、今

の事態が進行しているから、であるならば、今日の会議でしっかりと

その２つの案件の追加修正部分、前回の会議で確認されなかった部分

については会議録に残るような感じで明確にしておくということをし

ないとまずいんじゃないかという気はします。内容は別に結構ですけ

れども。 

宮嶋委員長  ただいま佐々木副委員長から出された件について、いかがですか。 

 山本さん。 

山本委員  各委員に改正内容、改正案を配付されて、何も意見がなかった、異

議がないというように理解してよいのではないかと。各委員に配付す

るということで、前回は終わってるという理解をしてるんですが。そ

の上で異議がなければこれでいいと思うんですが、何か確認を、今、

議運が開かれて確認が必要ということで思われるんでしたらそれもい

いですが、私の意見としては、もう異議がなかったのでいいんではな

いかというふうに考えますけれども。 

宮嶋委員長  ほか、ございませんか。 

 そうしましたら、佐々木さんのことは、後で見返したときに何らか

の確認された記録が残っているということですので、この場でもう一

度、この間整理をしてきましたけれども、改めて会議規則を見直すに

当たって、事務局のほうから指摘した部分について、再度この場でご

報告いただいて、それを確認するという形で進めたいと思いますが、

よろしいですか。 

 

  （結構ですの声） 

 

 じゃ、すみません、松井さん、お願いします。 

松井事務局長 

 

 

 

 

 

 そうしましたら、令和５年９月２５日付で各委員の皆様にご案内を

させていただきました内容につきまして、この場でご報告をさせてい

ただきます。 

 ８月２１日の議会運営委員会において意見集約が図られた後、こち

らのほうで精査するに当たりまして、一部修正案を加えております。 

 まず、傍聴規則のほうでございますが、傍聴規則のほうは第８条第
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松井事務局長 

つづき 

１項第３号に「食事又は喫煙をしないこと」という文言が残っており

ました。これにつきましては、そのときの議会運営委員会におきまし

て喫煙の議論がございまして、喫煙についてはもう既にこういったと

ころに明文化しなくても、もうそういったものは守られているという

ことで整理をいたしましたので、傍聴規則につきましてのただいまの

「食事又は喫煙をしないこと」につきまして、「又は喫煙」という部

分を削除して「食事をしないこと」という文言に改めさせていただき

ました。この傍聴規則につきましては、確認の上、既にもう公布、施

行しているところでございます。 

 会議規則につきましては、第１０３条中でございます。前略いたし

ますが「病気その他の理由により議長の許可を得たときは」というよ

うな会議規則の文言になっておりました。この部分につきまして、そ

の条文中におきまして「議場又は委員会の会議室に入る者は」という

規定をいたしますことから、それぞれの許可をする者は議長または委

員長と考えられますので、「議長の許可を得たときは」という文言に

「又は委員長の許可を得たときは」という文言を追加して、議場及び

委員会室双方に耐え得るようにするのが適当ではないかというご案内

をさせていただいて、ご意見等をいただかなかったというところでご

ざいますので、今回の案は修正後の案とさせていただいております。 

 以上でございます。 

宮嶋委員長  今ご報告ありました内容をこの場で再度確認して会議規則の発議と

いうことでよろしいでしょうか。 

 

  （結構ですの声） 

 

 佐々木さん。 

佐々木 

副委員長 

 いいんですけども、１個気になるのは、この前送っていただいた改

正案なんですが、本文が新旧対照方式ですよね。通常、国会とか精華

町議会では、要するに文章方式というか、どこをどう追加する、削る

かという方式があって、参考資料として新旧対照表をつけるというの

が普通だと思うんだけども、この新旧対照方式というのは木津川市議

会の通例の方式であるということなんでしょうかね。いまいち分かり

にくいんですけれども。 

宮嶋委員長  事務局長、松井さん。 

松井事務局長 

 

 

 ただいまのご質問でございますが、木津川市のほうはこの新旧対照

方式に改められております。私ども組合のほうもそれに準じまして、

前回も新旧対照表の方法でご提案をさせていただきましたので、今回
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松井事務局長 

つづき 

この形で整理をさせていただいております。 

 以上でございます。 

宮嶋委員長  よろしいですか。 

 佐々木さん。 

佐々木 

副委員長 

 だから、要するに何を取るか、何を追加するかというのは特に明記

はされないということになるわけですよね。そこのところがちょっと

理解というか分かりにくいのかなというのがちょっと気になった点

で、別に方式がそれであったらいいんですけども。 

 あと、ちょっと気になるのは、これは問題ないのかもしれないけど

も、第１０６条を削除しますよね。削除するということになって、そ

うすると第１０７条以降が条文繰上げという話になるというのがこの

状況なんだけども、どうしてもこれは条文繰上げをしなきゃならない

のかということも含めて、要するに欠番条項にしたほうが、いわゆる

それぞれの前後の扱いからすればやりやすいということもあるわけ

で、どうしても条文繰上げをしなければならないものかどうかという

のをちょっと確認させてもらいたいと思っています。 

宮嶋委員長  松井さん。 

松井事務局長  ただいまのご質問につきましては、方法としてはその２種類、私も

経験上ありますので、しっかりと確認は、申し訳ない、法令上の確認

等は、ちょっと記憶に薄いところではございますが、どちらの方法で

も問題なかったのかなと思っております。 

 第１０７条から第１３０条、旧のほうで、この部分にこの１条を繰

り上げることによって大きな影響がいろんなところで出てくるようで

あれば、そういった欠番方式というのもあったかと思いますが、今回

は第１０６条を削除することによって、残り以降、全て繰上げで対応

できたということで、このような整理をさせていただいたところでご

ざいます。 

 以上でございます。 

宮嶋委員長  佐々木さん。 

佐々木 

副委員長 

 

 

 それはそれで別に。おかしな話ではないけれども、例えば本文の中

でも別表とか、要するに今回の場合はそんな大きな問題がないかもし

れないけども、行政関係では別表１とか２とかいうのが出てくるじゃ

ないですか。そこのところに、仮に別表のところに、第何条の別表は
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佐々木 

副委員長 

つづき 

これにするというものがあれば、そこも変えなならんという話だとい

うことになりますよね。場合によってはその下にある規則、要綱につ

いても、そういった諸様式がくっついてるものについては全て変えな

きゃあかんという話になってくるので、私はいいんだけど、事務局の

手間だとか、また、せっかく作った様式をまた刷り直したりとかいう

ようなことが発生するのであれば、もうそれは欠番にしておいて、従

来の根拠条文については、ナンバーはいらわないという方式のほうが

はるかに合理的だし、手間は少なくて済むということもあるので。さ

っき申し上げたように絶対あかんということじゃないんだけども、そ

ういった様々な、条例の順番を変えることによって様々な様式の変更

だとか様式番号の修正だとかいうことが発生するのであれば、もう変

えない方向でやったほうがいいのかなといっただけの話です。ですか

ら、事務局の手間が別にいいんだったらいいんですけども、できるだ

け要らん手間は省いたほうがいいんじゃないという意見です。 

宮嶋委員長  松井さん。 

松井事務局長  ただいまの副委員長からのご指摘、誠にそのとおりかと思います。 

 今のところは条文の変更に係る内容の部分を判断しながら、適宜併

用という形をさせてもらってるのは事実かと思います。今回につきま

しては、この後ろに大きな影響がなかったことから繰上げをしたとい

うところでございますので、今後同じようなことがありましたら、条

削除という方法でのご提案というのを、行政側も含め、考えたいと思

いますが、今回この委員会のほうからご発議いただく分につきまして

は、そういったことを踏まえて、繰上げという手法で、今、案として

ご提示をさせていただいてるところでございます。 

 以上でございます。 

宮嶋委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 よろしいですか。 

 そうしたら、もう一度戻りますけれども、会議規則の改正案、本年

第２回定例会において、委員長名にて発議したいと思いますが、これ

でよろしいでしょうか。ご異議ございませんか。 

 

  （異議なしの声） 

 

 異議がありませんので、本案のとおり提案することといたします。 

 次に、議題の２、令和５年第２回木津川市精華町環境施設組合議会

定例会について、事務局から説明を求めます。 

 なお、先に文書配付にてご連絡させていただいたとおり、令和４年

度の決算審議に係る追加の資料につきまして、佐々木副委員長から意

見の提出がございましたので、その意見を踏まえた追加資料も同封さ

れておりますので、ご確認いただきますようお願いいたします。 
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宮嶋委員長 

つづき 

 総務課長、武田さん。 

武田 

総務課長心得 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 それでは、令和５年度第２回定例会につきまして、事務局よりご説

明並びにご提案を申し上げます。 

 まず、本定例会の提出議案についてご説明をさせていただきます。 

 事前にお配りをさせていただきました資料にある議案書をご覧いた

だきたいというふうに思います。 

 認定第１号「令和４年度木津川市精華町環境施設組合一般会計歳入

歳出決算の認定について」は、地方自治法第２９２条において準用す

る同法第２３３条第３項の規定により、令和４年度木津川市精華町環

境施設組合一般会計歳入歳出決算について、別紙のとおり監査委員の

意見をつけて議会の認定に付するものでございます。 

 なお、本件については、去る１１月２日付で佐々木副委員長から提

出のございました「決算追加資料の提出について」を踏まえた参考資

料を作成し、参考資料として配付することといたしましたので、こち

らも事前にお配りをさせていただいたところでございます。 

 次に、議案第６号「木津川市精華町環境施設組合会計年度任用職員

の給与等に関する条例の一部改正について」は、会計年度任用職員の

給与等について、京都府の最低賃金引上げに対応するとともに、近隣

市町村との給与水準の均衡を保つため、また、地方自治法の一部を改

正する法律が令和６年４月１日から施行され、会計年度任用職員の勤

勉手当について支給が可能となったことに伴い、所要の改正を行うも

のでございます。 

 最後に、議案第７号「木津川市精華町環境施設組合職員の給与に関

する条例の一部改正について」は、令和５年８月７日に人事院から一

般職の国家公務員の給与改定の勧告が行われ、令和５年１０月２０日

に、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案など

が閣議決定されたことを受けて、本組合においても国と同様とする給

与改定を実施するため、関連する条例の一部を改正するものでござい

ます。 

 次に、一般質問通告書の提出状況についてご報告させていただきま

す。 

 事前にお配りさせていただきました資料の中に提出された通告書の

写しを同封させていただいておりますが、事務局への提出順で、１番

目、宮嶋議員、２番目、佐々木議員の２名から提出がありましたので

ご報告とさせていただきます。 

 次に、１１月２９日の議事日程についてご提案をさせていただきま

す。 

 事前にお配りさせていただいた資料にある議事日程（第１号）

（案）をご覧いただきたいと思います。 

 議長による開会・開議宣言、議長、管理者の挨拶に続きまして、日

程第１、会議録署名議員の指名でございます。 
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武田 

総務課長心得 

つづき 

 今回の署名議員は、３番谷川議員と４番宮嶋議員にお願いいたしま

す。 

 日程第２、会期の決定は、１１月２９日の１日間でございます。 

 日程第３、一般質問は、議会運営申合せ事項に基づきまして、議事

日程の順序は初めとし、質問順は質問通告書の到着順といたしており

ます。 

 日程第４から日程第６までは、今回提案される認定１件と議案２件

についてお示しいたしております。 

 日程第７は、先ほどご確認をいただきました議会運営委員会からの

発議といたしております。 

 最後に日程第８、委員会の閉会中の継続審査及び調査につきまして

は、議会運営委員長からの申出により決定いただきたいと思います。 

 以上のとおりご説明並びにご提案申し上げます。よろしくお願いい

たします。 

宮嶋委員長  ありがとうございました。 

 今、事務局からの説明ですが、ご意見、ご質問等ございませんか。 

 山本さん。 

山本委員  すみません、ちょっと確認ですが、日程第１の署名議員ですが、も

う一度、すみません、聞き取れなかったので申し訳ないです。 

宮嶋委員長  総務課長、武田さん。 

武田 

総務課長心得 

 ３番谷川議員、４番宮嶋議員にお願いをいたします。 

宮嶋委員長  ほか、ございませんか。 

 佐々木さん。 

佐々木 

副委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 ちょっとこれ、この後の話とも絡むんですけども、もちろん日程は

１日間でいいと思ってるんです。ただ、今回山本議員さんから出され

てる組合選出の議員のみで判断することは控えたいという意見が仮に

このまま出るのであれば、この日程を複数設定しなきゃならんという

話になってくるわけですよね。 

 なので、それはよほど、例えば２つの市町に関わる当組合の施設の

大幅な、例えば数十億かかるような何らかの事件が起こるだとか、ま

たは違法行為が発生するだとかいう大きな問題が発生した場合には、

例えば両議会へ持ち帰り協議ということはあるとは思いますが、通常
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佐々木 

副委員長 

つづき 

の事務処理というか通常の状態での話の範囲内においては、もうここ

に選出されてる８名の議員が責任を持って判断するということを確認

していただかないと、これ過去にも出てましたよね、持ち帰り相談さ

せてほしいという話は。これいつまでも言われたら、それこそ、じ

ゃ、誰かが言い始めたら、今回提案された決算、精華町議会に持ち帰

って相談したいなんて話を言われたら、日程を複数設定しなきゃなら

ない話になってきますので、そこはもう当８人の組合議会の責任にお

いて処理をするということをご確認いただきたいとは思っています。 

 もし仮に各市町の議会に持ち帰って相談する必要があるのであれ

ば、それは２９日までにやっていただくのは別に何ら問題はないと思

いますので、それはやっていただいても結構なんですけども、そうい

った意味では、８人の責任で日程も決めていくし、その判断について

もやっていくというような確認は要るんじゃないかとは思います。 

 以上です。 

宮嶋委員長  今のは、後の議論になる非常時における議会活動についてに関わっ

ての発言ですね。 

 今、佐々木さんからそういうご意見がありましたけれども、委員の

皆さん、いかがですか。 

 山本さん。 

山本委員  まず、今日の日程で、今（２）ですね。こちらの議題をやると、こ

ちらはもう終了したということでよろしいんですね。 

宮嶋委員長  いや、それについて、今佐々木さんからは、会議の日程を１日間と

するということについて、それでいいのかという問題提起があったわ

けで、それは非常時における議会活動の在り方とも関わるからという

ことがあったんですが、皆さんはどういうふうにお考えか。 

 ちょっとそこは切り離して、まず、今議題になっている２番の定例

会について、ご確認いただけるのかどうかということですが。 

 要するに今事務局のほうから提案があったものを確認した上で、そ

れは了解した上で後のところへ進むのかということなんですけれど

も、それでよろしいですか。 

 

  （はい、結構ですの声） 

 

 松田さん。 

松田委員 

 

 

 今回につきましては、ご提案いただいてますように、令和５年度第

１回の定例会ということでありまして、ここに選出されております８

名の議員が責任を持って、木津川市議会、精華町議会に責任を持って
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松田委員 

つづき 

判断をするということで、この定例会については１日でいいというふ

うに思います。 

 ただ、先ほど提案がありました非常時とかにどうするのかという話

は、先ほど委員長からもありましたように、やっぱり別途申し送り事

項の検討の中でご議論いただければというふうに思います。 

宮嶋委員長  ありがとうございます。 

 ほか、よろしいですか。 

 佐々木さん、じゃ、そういうことで、いいですか、それで。松田さ

んが言われましたように。 

 佐々木さん。 

佐々木 

副委員長 

 別に日程的には、さっき申し上げたように、特に大きな問題はない

とは思っていますが、いわゆる一貫した議論をお願いしたいというこ

とは確認したいというふうに思います。 

宮嶋委員長  一貫した議論。 

佐々木 

副委員長 

 よろしいですか。要するに、さっき松田委員がおっしゃったよう

に、私ら８人は、この組合議会の議員で８人が責任を持つ話になりま

すから、木津川市のほかの議員さんや精華町のほかの議員さんが責任

を持つ話ではありません。これは法的にもそうですよね。ですから、

さっき申し上げたように、よっぽど大きな、２つの市町の財政を揺る

がすだとか、または法的に大きなものが起こったとかという場合は慎

重に対応しなあかんという話になりますから、その場合は持ち帰り再

協議というのはあるとは思いますが、そうではない通常の業務範囲で

あれば、議会も含めた範囲であれば、それはもう８人で責任を持って

判断するということをこの議会運営の基本にすることは確認するとい

うことは、これは当たり前のことですよ。当たり前のことを当たり前

に運営していけば問題ないということで結構です。 

宮嶋委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 よろしいですか。 

 

  （結構ですの声） 

 

 それでは、事務局から提案いただきました提出議案、一般質問と議

事日程について、提案のとおり進めることといたしたいと思います。

よろしいでしょうか。 

 

  （異議なしの声） 
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宮嶋委員長 

つづき 

 

 では、そういうことで異議がありませんので、事務局の提案のとお

りといたします。 

 次に、議題の３、議会運営申し送り事項についてであります。 

 まず初めに、本日の進め方でありますけれども、前回の議会運営委

員会において議論いただきました「傍聴規則及び会議規則の見直し」

「非常時における議会活動について」「特別委員会の活用案」の３項

目のうち、「傍聴規則及び会議規則の見直し」につきましては意見集

約が図られ、傍聴規則につきましては１０月１２日付で改正されると

ともに、会議規則の見直しにつきましても第２回定例会において発議

するということで整理がついております。 

 また、「特別委員会の活用案」につきましては、意見の一致には至

らなかったところですが、質疑をスムーズで深めるものとするため

に、追加で資料の提出を求めることとし、先ほど事務局から説明があ

ったとおり、資料が追加されております。 

 よって、残る「非常時における議会活動について」検討することと

したいと考えますが、これにご異議ございませんか。 

 

  （異議なしの声） 

 

 異議なしの声をいただきました。そのように進めることといたしま

す。 

 それでは、整理を進めます前に、１１月６日を期限として各委員か

ら意見提出を求めたことにつきまして、山本委員、谷口委員から意見

が提出され、事務局から事前配付されております。 

 提出された意見について、山本委員、谷口委員から何か補足説明等

ございますでしょうか。 

 山本さん。 

山本委員  私、非常時における対応案を出させていただきました。その中で大

変ちょっと悩んだ部分がございまして、それは、一応今全国的にオン

ラインを認められているのは委員会ですね。そして、あと一般質問も

いいのではないかと、こういうのは出てます。ところが、私はそれを

議会という言葉でこのように対応案を出させていただいたんですが、

議会には本議会と委員会とありますので、その区別までを書くか書か

ないかというのは少し対応案について迷ったところですので、そこを

皆さんに何か議論をしていただければありがたいなという思いです。 

 以上です。 

宮嶋委員長  谷口さん。 

谷口委員  私の意見はここに書いてある分なんですけれども、この環境施設組
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谷口委員 

つづき 

合議会というのは、形が通常の市議会とか町議会の形とはもちろん違

うのは違うんですけれども、でも、違うけれどもやっぱり災害に遭っ

たりするのは同じように遭ったりする。じゃ、そのときにどうするか

という話になってくると思います。 

 話し合う内容というのも市議会とか町議会に比べると少ない、もう

ちょっとコンパクトであるという意味でも、オンライン化というのは

よりやりやすいのかなというふうにも思いますので、柔軟に、国から

の、総務省の通達にもあるように、本会議の一般質問をオンラインで

行っても差し支えないという部分も取り入れて、柔軟にやっていけれ

ばというふうに思っております。 

宮嶋委員長  ありがとうございます。 

 ただいまお二人から補足のご意見も表明いただいたところですけれ

ども、これについて少し議論を深めたいというふうに思います。どな

たからでも結構ですので、ご発言いただけますでしょうか。 

 谷川さん。 

谷川委員  私も山本委員さんのおっしゃるとおりの、ここに書いてあるとおり

お話しいただきまして、これでいいのかなという具合に思っていま

す。この内容で、こういう感じで受け取っておるんですけども、私は

同じような考えを持っております。 

宮嶋委員長  谷口さん。 

谷口委員  採決とか議決の部分でオンラインというのはまだ認められていない

という部分があるのかなとは思うんですけれども、話合い自体、意見

を出したりするのというのは、もう実際にいろいろなＺｏｏｍ会議で

すとか、そういうところでも普通に行われているところなので、一番

のポイントになるのは採決の部分ですとか、そこをどういうふうに担

保していくというか、そこをどういうふうに解決していくかというと

ころを話し合えたら、非常時のオンライン化というのは乗り越えられ

るのかなと思っております。 

宮嶋委員長 

 

 

 

 

 

 

 今回の一応テーマが、非常時における議会活動ということですの

で、その中身はいろいろあろうかと思います。今、最初に出たのがオ

ンラインによる会議の話です。 

 深めるべき点として、その点以外に何かありましたら最初に出して

いただいて、それについてどういうふうに考えるのかということをし

ていってはどうかとは思うんですが、ほかに、オンラインの議会のこ

と以外で非常時における議会活動として我々が深めておかなければな
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宮嶋委員長 

つづき 

らない点というのはいかがでしょうか。 

 山本さんの意見のところの下３つなどもそういう意味合いのことか

なというふうには思うんですけれども。精華町議会なんかでも既にそ

ういう点での整理もされていることだろうと思いますので、ちょっと

そのあたりを出していただけたらというふうに思いますけれども。 

 佐々木さん。 

佐々木 

副委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 今は非常時における対応ということで、いわゆる災害だとか、この

過去３年間というのは感染症だとかということで、どっちの理由にし

ても議員が全員安全で集まりにくいという背景があるわけですよね。

安全に集まれるんだったら別に非常時の対応をしなくてもよくて通常

の対応で済むわけですから。非常時は安全性が担保されていない、場

合によっては議員自身も被災してる可能性がある、感染してる可能性

があるという状況だけども、様々な案件は発生するというようなとき

にどうするかというのが基本的な観点だと思っています。 

 蛇足ですけども、精華町議会に関しては、今は非常時だけじゃなし

に、例えば子育て中のお父さん、お母さん、または実家の介護に帰っ

てる議員さんだとかいったような、できるだけ市民、町民の代表とし

て選出された公人たる議員が、可能な限り議会に参加できるような状

態をどうつくるかというところの検討を今始めているところです。そ

れはちょっと蛇足ですから置いておきます。 

 山本委員、谷川委員からおっしゃられた、特に同意見だと①②③の

話になってくるとは思うんですが、当然一番ぴんとくるのはオンライ

ン会議なんです。ただそのほかにも、集まれないけども何とかする方

法というのは、それは考えたらいいと思うんですよね、そこは。 

 真っ先に、これは精華町議会にもルールはありますけど、真っ先に

やらなあかんことは、議員の安否確認ですよ。何かあったときに。特

に震災とかいうときには、無事かどうかという話はやっぱりやらなあ

かん。無事かどうかを誰がどう確認するのか。 

 うちでは、精華町議会では、基本的には会派制ですから、会派長が

自分の所属議員についての確認をして議会、議長に集約する。その前

段階では、元気というか、要するに亡くなってないとか、または通信

ができないような状態ではない議員さんは、自ら進んで自分の会派長

に無事を、要するに安否を報告するというような一定のルールがある

んです。安否確認、まず第一に。 

 その次に、安否確認をしてみんな大丈夫だったという段階で、いろ

んな案件が発生した場合にどう対応するかというのがここの話なわけ

で、山本委員さんの③の提案というのは非常にいいと思うんですよ、

これは。だから、もしこの③の提案を具体化するということだった

ら、それをここで相談しなあかんわけですよね。 

 じゃ、一体どこの、木津川市の庁舎を使うのか、精華町の庁舎を使

うのか、まず第一に。または、被災をしてないほうの庁舎を使うのか

という選択とか、ほかにその２つの庁舎以外の庁舎を使うような方法
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佐々木 

副委員長 

つづき 

もあるんだけども、使う庁舎の優先順位だとか、場合によっては事前

の、実務的には事前に木津川市や精華町との調整をしてもらわなあか

ん話になりますから、そういったものも含めてどうするのかというの

がここの議論のテーマだろうとは思っています。ですから、私もオン

ラインが中心だと思うけど、オンラインに限らず、どうやったら議会

活動が継続できるのかという論点でやるべきやと。 

 もう一方の論点は、この山本さんの②にあるように、いわゆる議会

が動けない場合は、別に管理者に任しておけと、執行部側に任せてお

けという発想ですよね。この発想は過去の３年間において、様々な議

会であったわけです。密が生じるから議会議員を集めるのはやめて、

コロナの給付金の補正予算は首長に任しておけばいいというような活

動をやった議会は確かにあります。 

 ただ、私個人の観点から言えば、それはおかしいと思います。議会

は住民代表で住民の意見を代弁する仕事があるわけですから、もう一

個は執行部側の提案なり動きをチェックするという、住民代表の立場

でチェックするという機能があるわけですから、何もしないというの

は責任放棄です、それは。責任放棄はやるべきじゃないので、仮に形

として専決処分になるとしても、仮になるとしても、事前に、本会議

は開けずに議決はできないかもしれないけども、開けない場合は。議

決はできないかもしれないけど、事前に大丈夫な議員さんの意見集約

をした上で専決処分をするというのは、まだ二の次としてあるかもし

れない。そこまでは譲れると思うんですけども、全く議会が何の審議

もせずに、災害が起こったらもう全部首長に任せておけという姿勢は

絶対取るべきじゃないと思っています。 

 以上です。 

宮嶋委員長  今、佐々木副委員長のほうから精華町議会での議論などを踏まえて

発言していただきましたけれども、いかがでしょうか。ほかにこの非

常時の議会活動で検討すべき項目等、ありましたら。 

 佐々木さん。 

佐々木 

副委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 言い忘れ、追加ですけども、谷口さんがおっしゃられてるように、

総務省は令和２年４月３０日付の通達でオンライン委員会、一定オー

ケーよと言い始めたわけですね。それ以後、令和４年度、そして令和

５年に入っても、多分５つか６つの通知を出してます。最近でも９月

に出てると思います。その中には、いわゆる議会のこういう対応、ま

たは多様性も含めてだけども、対応についての文言を踏まえてるの

で、まずそこをどう認識するのかというのは基本的なところであると

思うんです。別に総務省に従えと言ってるわけじゃないよ。言ってる

わけじゃないけども、一応政府が、国が地方議会の非常時だとかとい

う在り方について、ここまで許容するよとか、こんなことをしたらい

いんじゃないかとか、やる場合にこういう点に留意したらいいんじゃ
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佐々木 

副委員長 

つづき 

ないかということを言ってるわけだから、それはちゃんと認識をした

上で、ここでも議論を。 

 だから、もちろんそのことを否定する意見も別に否定しません。出

してもらったらいいと思うけども、そこをまず土台にしないと、何が

できるかというのも大体そこに書いてあるわけですから。できる範囲

しかできませんから。そこをしっかりと踏まえた上で議論はしていた

だきたいと思います。 

 以上です。 

宮嶋委員長  ほか、ございませんですか。 

 松田さん。 

松田委員  先ほど来から非常時対応につきまして、精華町議会では一定こうい

う、現時点でのルールとこれからさらにこうやっていこうという話は

出されたんですが、お聞かせいただきたいのは、木津川市議会での緊

急対応策のルールについてどのようになってるのかというのをちょっ

と教えていただきたいです。 

宮嶋委員長  山本さんあたり、どうですか。今の。 

山本委員  私も細かいところまでは承知してるものではありませんので、さら

に勉強していきたいとは思いますが、例えば木津警察署と市役所の災

害時における連携協定、木津警察署が使用できない場合は木津川市の

庁舎を使用するというような連携はできております。 

 また、木津川市の庁舎ができない場合は、高台の木津中央体育館に

移転してはどうかと、いろいろそういう案は出ております。 

 そして、松田さんからの質問で、どこまで対策案としてあるかいう

のは、先ほど私、最初に言ったように、どこまでというのは、申し訳

ないですが細かいところまでは。そういう状況です。 

宮嶋委員長  松田さん。 

松田委員  ちょっとお聞かせいただきたかったのは、議会として何か対応すべ

きルールをお持ちなのかどうかということをお聞かせいただきたかっ

たんですが、今の話は大体行政一般のお話ではないかなというふうに

思いますので、議会として、何か特段そういうルールをお持ちなのか

どうかということをお聞かせいただけたらと。 
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宮嶋委員長  山本さん。 

山本委員  議会活動ですね。こちらにおきましては、緊急時という言葉ではな

く災害時なんですが、議会活動としては、議員個人個人が災害に対し

て把握をするという部分はありますが、把握したのを災害対策本部の

ほうには上げない。災害対策本部のほうが混乱するというのがまず第

１点あります。 

 そして、議員の災害活動ではなく、平時も含めてですが、例えば平

時で議案を審議する時間的な、物理的な要因、時間的にない場合は、

もう執行部側に任せると。任せるという言葉はおかしいですけれど

も、専決処分ということですね。そのようにするというのは、平時を

含めてやっているというところです。 

宮嶋委員長  谷口さん。 

谷口委員  市議会のいろいろな規則とか条例等全部、私、まだはっきり覚えて

はないんですけど、災害時のマニュアルというか規則みたいなものが

あったかに記憶してます。ただ、オンライン会議というのは全くまだ

話題にも上っていないという段階と記憶しておりますが、宮嶋さん、

合ってますでしょうか。 

宮嶋委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 委員長ですけれども発言します。 

 議会の申合せだとか約束事というのは一つのファイルの中に入って

て、今言われたように、山本さんも説明されたように、非常時におけ

る対応策というのはあります。ただ、この新型コロナに見られるよう

なことが実際に起こって、３年間ほどいろんな制約を受けた中で、新

たにオンライン会議だとか、そういう場合についてどうするかという

まとまった検討は、ここ一、二年の中ではやれてないと。だから、そ

ういう中で、今話が出てるのかなというふうに思います。 

 それから、これは後の話になるかも分かりませんが、木津川市議会

の場合、一部事務組合議会、この環境施設、それから広域、病院、消

防、加茂笠置組合、５つあります。その５つで同じように同時並行

で、市議会自身も含めてこの議論がされているかというと、残念なが

らそういう状況にはないというふうに思っております。 

 だから、持ち帰ってという最初に話がありましたけども、持ち帰り

というか、その５つと市議会合わせて、ほぼ同じような足並みの中で

議論をしていかないとあかんのかなということから、そういう山本さ

んの持ち帰ってという話になっていったのかなというふうに思いま

す。だから、少し時間がかかるのかなと、そういう意味では。 

 ただ、今日ここで議論しているように、それぞれがスタートしない

ことにはいつまでたってもスタートできませんから、これはいい機会
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だろうなと思っております。そこで出された意見等は、先ほどあった

ような形で市議会で議論され、全体のものとしていくのかなというふ

うにも思います。だから、一定環境施設組合議会として整理して議論

すべき深める点は何かというのは、柱立てをしてやっておく必要があ

るのではないかというふうには思っております。 

 以上です。 

 佐々木さん。 

佐々木 

副委員長 

 ちょっとまだ中身の検討に入れない状況が続いてるけども、まず、

今宮嶋委員長がおっしゃった５つの一部事務組合というのは、全部木

津川市が入ってますね。恐らく全議会とも木津川市議会議員さんが一

番多い人数を出してますよね、議員定数の中でいえば。必ずとは言わ

ないけども。 

宮嶋委員長  広域はどうでした。 

佐々木 

副委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 一番多い数を出してるはずです、そこは。 

 ということになると、やっぱり木津川市議会さんが旗振り役をしな

きゃならんと思うんですよ、今委員長がおっしゃられたことをやるの

であれば。足並みをそろえるということをやるのであれば、それは反

対しないけども。そこが一番の根本問題ですよね。 

 先ほど申し上げたけども、この３年半というか約４年近くの間、コ

ロナ禍が起こって、全国の議会は対応が分かれたわけですよ。オンラ

インを使ってオンラインで会議ができるようにしようと、さっき申し

上げたように、令和２年の４月に総務省はオーケー出してるんだか

ら、これってコロナ禍が発生して間がないときですよね、どっちかと

いうと。それを受けて、さっさとというか、手早く対応した議会があ

る一方、さっき申し上げたように、全国の議会の中には、もう集まる

のをやめておこうと。怖いから集まるのをやめておこうと、もう市長

や町長に任せておけというような専決処分の道を選んだ議会もあるわ

けですよ。だから、まず、もし持ち帰るのであれば、木津川市議会さ

んとして、どっちの態度を取るのかと。 

 要するに、市民に責任を持って、議会がちゃんと市民の意見を聞い

て、先ほど誰かがおっしゃったように、災害が起きたら災害状況を把

握するということはやらなあかんようになってるわけでしょう。じ

ゃ、その災害状況というのは、当然それが回り回って、どういう手を

打つべきかにもつながっていくわけですよ。市が、町が、どういう災

害対応、復興をすべきかにつながっていくわけですよ。 

 そういう情報を持ってるのに、その情報を議会として集約せず、ま

た、集約したものを行政側にも言いもせず、つまり、住民代表の責務

をちょっと横に置いてほったらかしにして市長に任せるという態度を
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取るのか。そうじゃなしに、しっかりと情報収集をして、住民代表の

機関として、議会として機能すると。もちろん機能するという場合、

できることとできないことは、それはケース・バイ・ケースで何が起

こるか分からないので、事態に応じてできることが制限されるとは思

うけども、でも、法令的にまたは政府の見解から許されてることを最

大限活用して動くかどうか、そのどちらかをまず決めてほしいんで

す、木津川市議会が。 

 そうじゃなかったら、話、全然進みませんよ、待ってるだけでは。

しかも約４年近くたってるわけだから、４年間何もしないというの

は、はっきり言って怠慢ですよ、それは。怠慢以外の何でもない。だ

って、誰も今後第二のコロナが起こるかどうかなんて断定できないわ

けでしょう。だんだん時間がたつにつれて、東南海地震の危険性は高

まってるわけでしょう。そういう事態を迎えてるのに、４年間何もし

なかったというのは、やっぱりちょっとそれはおかしいですから、そ

れはちゃんと率直に反省していただいて、今後どうするのかというこ

とは、必要だったら木津川市議会の中で協議をしてもらったらいいと

思いますよ、それは。 

 まず、木津川市議会さんが一番大きなウエートを占めてるわけだか

ら、相楽においては。その市議会さんがどういう態度を取るのかが基

本態度。それが根本問題ですよ。 

 それで煮詰まらないとか、または、さっきも申し上げたように、市

長に任しておけばいいというふうに議会としての職務を放棄するよう

な法手段に出るのであったら、またこちらはいろいろ言わせていただ

きますけども、それは市民にとって、住民にとって、無責任ですよ。

それだったら、議会要らないと言われますよ。何でもかんでも市長に

任せたらいいという話になるからね。そうじゃないでしょう。我々、

私たちは、市民の代表として意見も言うし、行政側の動きもチェック

もする。評価もしますよ。評価もするしチェックもするというのが本

来の仕事ですから、その仕事を放棄するようなことは絶対避けるべき

だとは思ってます。 

宮嶋委員長  谷口さん。 

谷口委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 木津川市議会の対応がというか、改革といいますか、非常時に対す

る話合いというのがまだ始まってもいないという、だから、それをす

ぐにでもスタートして、そして、合意を受けたら、こっちの環境施設

組合のほうもというふうに、もしそういうふうに順番を決めてしまう

と、私はこちらの環境施設組合議会が動かないと思うんです。 

 そうなると、やっぱり市民にとっても損失ですし、よくないと思う

ので、傍聴規則もこちらはもうどんどん更新されていっている。木津

川市議会の傍聴規則などもまだほとんど手つかずの状態。でも、やっ

ぱりいいことはどんどん進めたらいいと思うので、この環境施設組合
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においてオンラインをどうするかということを、私はちゃんとここで

みんなで責任持って話し合いつつ、木津川市議会のほうでもオンライ

ンの会議についてというのを上げていく、それが必要だと思います。 

 ただ、私はその議会運営委員会のメンバーではないので、どういう

ふうに提案していくかというところは考えないといけないんですけれ

ども、木津川市議会のほうでも何らかの方法でオンライン会議につい

てちゃんと議論をスタートさせる、それをしつつ、そしてこっちは一

方で、広域の環境施設組合なので、別の時間軸で動いたらいいと私は

考えます。 

宮嶋委員長  ほか、いかがですか。 

 山本さん。 

山本委員  災害時における対応、私どもは議会活動としての対応をまず議論し

なければいけません。 

 そして、先ほど意見がありましたが、災害時において、執行権を持

って災害対応するのは、やはり執行部側です。その災害の対応につい

てチェックをするというのは、確かに議会です。議会が災害対応に直

接動くものではないという認識は私どもで持っておりますので、そう

いう考えで私は進ませていただいております。 

宮嶋委員長  佐々木さん。 

佐々木 

副委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 そういうふうな誰も言ってないことを言わないでください。 

 

 （いや、私はの声） 

 

ちょっと待ってください。発言中です。待ってください。 

 ですから、私どもは別に災害対応を議会でするなんて一言も言って

ないですよ。議会の、さっきも何遍も言ったように、議会は住民代表

の機関であり、住民の意見の代弁と、それがほぼイコールだけども、

行政側のチェック機能という、最低限それは持ってるわけですよ。 

 今、全国的に議会改革が進んでる議会といったら、プラス議会側か

らの政策提案というのもやってるわけですよ。それは最近見られたか

な、木津川市で。いわゆる一般的にいう議会報告会、議会の。議会報

告会等で出された意見を基に、議会が、またはその委員会が意見集約

なりまたは議論をして、新たに今、市がやってない、町がやってない

政策について、こういう政策をすべきじゃないかということを議会側

から提案をしてる議会も今既に存在するわけですから。 

 そこまで今、ここで求めてるわけじゃないんです、今の段階は。少

なくとも何らかの非常時が起こったときに、行政に丸投げをすると
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か、議会の本来の機能をできるだけ発揮する中で、チェック機能や住

民意見を代弁する機能を発揮するのか、まず、その基本スタンスを決

めてもらわなかったら、話は前に進まない。 

 もちろんオンライン会議についても様々な課題があるんですよ。技

術的なことから言えば、当然機材の問題はどうするかとかというのも

あるし、もし停電とか起こったらどうするかと、そういう問題は確か

にあるんですよ。それはそれで、細かいところは第２、第３の手段を

考えていけばいいとは思うので。まずしかし、そういった非常時に対

応しないというところからはまず脱却してほしい。議会が非常時には

対応しないというレベルからはまず一歩踏み出してほしいとは思って

いるんです。 

 だから、先ほど谷口委員からも意見がありましたけども、私も別に

木津川市議会の中の協議を全く無視するとは言いませんが、しかし、

いつまでも待てるわけじゃないので。 

 今週か来週ぐらいから始まるわけでしょう、１２月議会が始まるわ

けだから、少なくとも１２月議会で基本スタンスは相談してほしいん

です。災害時が起こった場合に、木津川市及び木津川市が関わってる

一部事務組合の議会、どういう方法で、さっき申し上げたように、市

長、管理者に、もう完全に委ねるというか、おんぶにだっこ状態とい

う姿勢を取るのか。それか、市議会としてしっかりと住民代表の機関

として責任を持つ立場で動くのか。まず、その辺のどっちかについて

をまず木津川市議会で議論していただきたいと思います。 

待ってもいいけども、次の、次、１月の末か２月ですよね、次のう

ちの定例会は。予算議会は。その段階までに一定方向を出したほうが

いいと思うので、年内もしくは年明けには回答をいただいた上で具体

的な協議はしていただきたいと思うし、さっき申し上げたこの間の、

この３年半の間に出されてる国の考え方を踏まえた上でどうするかと

いうのを考えないと、個人の意見どうのこうのという話じゃないです

よ、これはもう機関として、議会という機関ですから、機関としての

意見を集約するわけですから、そこはしっかりと議論はしていきたい

と思うし、必要があったら今日の段階でも課題では整理をしたほうが

いいとは思っています。 

宮嶋委員長  いかがですか。 

 山本さん。 

山本委員  これは私の認識ですが、行政の執行、特に今話題になってるのは緊

急時です。非常時です。これは何も議会が丸投げをしていてとかいう

んではなく、そういうことは言っておりません。専決処分という意味

合いです。 
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 丸投げです、それは。 

宮嶋委員長  ちょっと待ってください。あなたがさっき指摘したように、発言し

ないで。 

山本委員  それは丸投げという理解はしてませんので。そこは違うと、私の意

見は。一応ルールにのっとって専決処分があるという理解です。丸投

げではないということです。 

宮嶋委員長  ほか、佐々木さんからの発言に対して、ご意見ありますか。 

 木津川市議会が何もしてこなかったみたいな発言がありましたけ

ど、それはちょっと違うんだけども、現実にコロナの中で議会対応を

どうするかという議論は絶えず行ってきて、ただ、全く議会が開けな

いような状況、いわゆる大地震が起こるだとか大水害が起こるだと

か、特に木津川市議会というか市役所は、川があふれた場合に水没す

る可能性がありますから。そういうときに市議会としてどうするのか

という極限のところでの議論というのはされてないというふうに私も

認識はしますけれども、だから、そういうことは、ご指摘があるよう

に、していかなければならないだろうと思います。 

 ただ、この１２月議会、もう議会運営委員会も１２月議会の日程確

認、議案提案が終わった中で、佐々木さんが言われるような提案をど

のような形でできるかというのはちょっと考えなければならないし、

来年２月のこの定例会でというような、ちょっと期間的にもそれは難

しい話ではないかなというふうに思います。 

 だから、今日出された議論の中で、木津川市議会として、環境施設

組合議会が考えているような非常時における議会活動をどう進めてい

くのかという問題提起をするためにも、ここで少し整理をいただきた

いわけです。 

 だから、一つはオンライン会議という言葉で出されているように、

そういう集まらない場合でも会議ができるのかどうかということ。そ

れから、非常時という、何をもって非常時というのかということもあ

りますけれども、そのときにどういうような議会活動が進められるの

かという、ちょっとそのあたりのマニュアルというんですか、手順と

いうんですか、そのあたりは確認していく必要があるんだろうなとい

うふうに思うんですけども、いかがでしょうか。 

 谷口さん。 

谷口委員 

 

 

 そうですね、災害時等も要りますし、自宅療養とか育児、介護とい

うのも入ってくると思うんです。木津川市議会でも先日ちょっと体調

不良で欠席された議員さんもおられました。ということは、誰でもち
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ょっと調子が悪くなって議場までは行けない。でも、自宅にいたらし

ゃべるぐらいはできるかもしれないというレベルというのは、誰にで

も起こり得るのかなと思うんです。やっぱり議員として議論には参加

したいだろうし、そうなったときに、やっぱりオンラインでも参加で

きる、議決に参加できるかどうかまではまたそれは話し合わないとい

けないんですけれども、ちょっと話合い、意見出すぐらいはできるよ

うな環境づくりとかというのは早めに整備する必要があるのではない

かなとは思っています。 

宮嶋委員長  今のは非常時における議会活動にプラスしてという話ですよね。

個々人の。 

谷口委員  個人にとっては非常時かもしれないですし、災害、地震とかいうの

とは違いますけれども、非常時というのは、大きな意味でもいろいろ

あると思うので言いました。 

宮嶋委員長  だから、それはプラスして、ここでそれも含めて考えるべきだとい

う提案ですね。 

谷口委員  そうです。 

宮嶋委員長  ほか、どうでしょうか。 

 それを進めていくに当たって、もっと具体的な材料というか資料と

いうか、ものが今ここの手元にない中で、ちょっと議論は進まないで

すよね。例えば精華町議会はこんなふうに今やっています、木津川市

議会ではこんなふうにやっていますという具体的な、お互いが読ん

で、見て、確認できるものがあって、その上で、例えばオンライン会

議ということになれば、先ほどあったように、機器の問題だとか、当

然それは予算に関わってくる話もあるんでしょうけど、そういう話も

あるし、何ができるのか何ができないのかということもあるだろう

し、先ほど佐々木さんから言われた総務省からこんな通達が出てます

よということについて、もっと全委員が共通確認してその意味合いを

理解するという必要があるんだろうと思うんですけども、そういうも

のを提示した中で議論していく必要があるのかなと思うんですが。 

 谷口さん。 

谷口委員 

 

 

 私のこの意見のところに、亀岡市議会委員会条例というのは引用し

ております。大体このような感じで、オンライン会議を導入している

ところはこのような文章で作られているというふうには確認してま
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す。機材をどうとか予算のことまではここには書かれてないので、そ

こは分からないところです。 

宮嶋委員長  佐々木さん。 

佐々木 

副委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ちょっともう時間が１時間たってるけども、一遍休憩してもらった

らいいと思いますけども、この問題提起するのは昨日、おとといじゃ

ないんですよ、まず。今の８人の前から議論してる話ですね、この話

は、提起をさせていただいて。現段階において、委員長がおっしゃる

ようなそれぞれの状況という話になってくると、じゃ、今まで何やっ

たという話にやっぱりなるんです、それは。 

 それは、どこを調べるのかの違いはあるにしても、最低限ここに出

てきてる議員さんは、このことが今ここの議会のテーマになってるの

を知ってるわけだから。じゃ、政府がどういう通達を出してるのか、

また、近隣でやってるところはどんなルールでやってるのか。もっと

言えば、コロナ禍で、今さっき言った議会報告会ができなかった議会

が多いじゃないですか、うちもそうだけども。人を、市民を集めるこ

とができなかったから。そのときにＺｏｏｍというオンラインを使っ

て市民参加を促した議会もあるわけですよ。そんなのごろごろしてる

じゃない、そんなの。いろんな議会関連情報誌なり月刊誌なり見たら

ごろごろしてます、そんな情報は。 

 だから、要するに今問われてるのは、そういう非常時には議会が対

応するのかしないのかという基本姿勢がまず問われてます。非常時が

起こらないというなら話は別です。今後５０年間、１００年間、非常

時は起こらないと、感染もなければ震災もない、水害もないと言うん

だったら別に今は放っておいたっていいですよ。けども、さっき申し

上げたように、その危険性が刻々と迫ってるわけでしょう。それを否

定されるのなら話は別ですよ。そこまで一致するのであったら、やっ

ぱりどう対応するかのテクニック論はちょっと横に置いておいて、そ

れは後でやればいいんだから、テクニック論は。基本姿勢はどうする

のかというのをまず確認すべきだろうとは思っているんです。 

 もし木津川市議会が１２月なり１月ぐらいまでに結論を出さない

と、ほかの４つの関連する一部事務組合の議会もそこまで到達できな

いとなったら、さっき谷口さんもおっしゃってたように、うちでやっ

たらいいじゃないですか、先行事例として。別に待つ必要はどこにも

ない。合理的理由は何もない。それをまねしてもらったらいいじゃな

いですか、広域とか消防とか。もしまねするのなら別にまねしてもら

ってもいいわけですよ。 

 だから、申し上げてるのは、何も起こらないという確信がない以

上、ＢＣＰでもやってるように、これは一般の企業や行政は考えてる

わけでしょう、何かあったときにどういうふうに業務を継続するかと

いう話は。今は当たり前なんです、そんなことは。その当たり前を、



 23 

佐々木 

副委員長 

つづき 

うちはやらなくていいという結論になるんだったら、もう一遍申し上

げますが、議会の任務を放棄する以外にないです、それは。 

 山本さんがおっしゃるように、確かに法的なルール上は専決処分で

きますよ、首長は。でも、それは通常のルールじゃないですよ。特例

ルールなんですよ。通常ルールは議決なんですよ。特例ルールという

のは特殊な場合というふうに限定されるわけだから、その特殊な場合

に、じゃ、議会が議会の責務を放棄してそういう今認められてる首長

の第１７９条専決に委ねるという方法を取ると言うんだったら、それ

はそれで一個の考え方です。 

 けども、それはやるべきじゃないというふうに私は思ってますし、

災害が起こる可能性はあるとは思っていますので、もし必要だった

ら、それこそ、１２月は無理かもしれんけど、１月にもう一遍この委

員会を開いて、それまでに、さっき申し上げたような様々な資料につ

いては、誰がやるかは話はまた別かもしれんけども、集めたらいいじ

ゃないですか、基本情報は。基本情報を集めることに反対はしませ

ん。ただ、私たちが議員になって約６か月たってるわけですね、今。

６か月ぐらいたってますよね。その段階で何の議論とか何のデータな

り資料も集めてないこと自身が私は信じられない、はっきり言って。

ということですよ。 

宮嶋委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 このテーマは以前の議会運営委員会で整理をして、継続してきてい

るわけです。ただ、先ほど松田さんからあったように、木津川市は、

じゃ、どういう確認をしてるんですかと問われるわけでしょう。だけ

ども、それは松田さんや佐々木さんのところでその資料がないからで

しょう、ある意味。 

 だから、そういう共通の資料がないんですよ、やっぱり。何ぼ佐々

木さんが、個別でそれは調べられますよ、いろんなテーマで。インタ

ーネットやとか。でも、共通したものは、ここでみんなが持って、新

しい８人の議員の中で、議会運営委員会では６人の委員の中で議論を

するということになってないから、しかも頻繁に議会運営委員会が開

ける状況ではないので、だから話がなかなか前に進まないように思う

かも分かりません。 

 ただ、非常時における議会活動について、佐々木さんがさっき言っ

たように、否定して何もしないというふうにお考えの方はどなたもお

いででないわけです。だからこの議論をしてるわけです。だから、共

通のところでは非常時における議会活動をどうすべきかということで

あって、このままでいいですと、今のままでいいですというんだった

らそういう意見が出てそれで終わるわけだけど、そうじゃない。山本

さんからもいろいろ、谷口さんからも出てるし、佐々木さんからもい

ろいろと出てる。だから、そういう意味合いで、この議会運営委員会

でどういうスケジュールやどういう議論を深めていったらいいのかと

いうところで、先ほど柱立てというふうに言いましたけれども、深め

るべき点を明確にしてやっていきましょうという思いなんです。 
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 だから、決して何もしないというか、やるかというどちらかの議論

を今してるわけではないというふうに思っておるんですけれども。 

 佐々木さん。 

佐々木 

副委員長 

 もう１時間１５分たってるので、一遍休憩してもらったらいいと思

うんだけども、例えば１０分か１５分休憩してもらってる間に、各委

員に考えてもらったらいいじゃないですか。 

 今委員長がおっしゃるように、誰も否定してないんだったら、こん

なことやったらどうかという提案ができますよね。だから、こんなこ

とやったらこんなことができるじゃないか、こんなことやったらいい

んじゃないかということを個別、各委員から休憩後に発表してもらっ

たらどうですか。 

宮嶋委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 今、佐々木さんからそういう話がありましたけど、１０分程度、１

１時ぐらいまでこの後休憩を取ったらいいかなとは思ってるんです

が、いかがですか。 

 じゃ、ちょっと取りあえず１回、一旦休憩取りましょう。 

１１時再開ということで、休憩します。 

（１０：４５） 

  《暫時休憩》 

（１０：５７） 

 そうしましたら、再開をさせていただきます。 

 先ほど休憩前に佐々木副委員長から問題提起を再度していただきま

したが、ここで確認をしておきますが、非常時における議会活動はど

うあるべきかということで具体的に進めようという点は一致している

という理解でよろしいですね、それは。 

 

  （はいの声） 

 

 その上で、何をどこまでどういうふうに具体化していくのかという

議論の中で話を進めるわけですけれども、確かに佐々木さんが言うよ

うに、前回からの申し送りです。ただ、一つ一つ整理をしていくとい

う中で、今、具体的には非常時におけるということの議論になってい

るわけで、前から問題提起されているではないかと、もっと準備して

おくのが当たり前ではないかと言われると、なかなかそれということ

にはなっていないのが実際です。 

 だから、ここで次回をどうできるかということもありますし、次回

までに何をどう、例えば具体的な事例なりをそろえるとしたら、事務

局のほうにお願いをしなあかんわけですけれども、何が６人全員、８

人が共通理解するという意味で、今必要ですかね。 

 だから、その意味では、例えば基本のところの精華町議会でのも

の、精華町議会の場合は規則か何かになってるんですか。 
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つづき 

 

（条例ではないの声） 

 

 そういう、条例ではないけども、まとまったものとして規則か要綱

かという形で出来上がってるということですよね。 

 それから、木津川市の場合は、非常時におけるということで、コロ

ナ対応の中では個々の議会の持ち方、出席者の在り方についてはやっ

てきたけれども、それは議会が開けないような非常時を想定してとい

うことではなくて、議会を開く中での対応策ということが中心でし

た。だから、非常時におけるというのは、私も今ちょっと記憶が定か

でないので、申合せの中にあるものとして確認をしたいというふうに

思います。 

 それがそれぞれ精華町、木津川市にあるものとして、それを土台

に、先ほどありました全国で出されている事例、例えば代表的なもの

として、ここ、どこそこの市町の議会を挙げていただいたらいいし、

総務省が出している通達、佐々木さんからも、最近９月からのものも

ありますので、令和２年からどういうものが出ているのかというもの

もあろうかと思いますので、そのあたりを出していただいて具体的な

柱立てをして議論していくということがないと、ちょっと議論が進ま

ないようにも思うんですが、いかがでしょうか。 

 山本さん。 

山本委員  委員長のおっしゃるとおり、共通認識として具体的な資料がないで

す。しかし、先ほども言っておられたように、非常時における議会対

応、これは必要だという認識は一致しておりますので、さらに進める

ためにはそういう共通認識ができるような資料が必要だと、それで私

はいいことだなというように思っております。 

宮嶋委員長  あとスケジュールの問題なんですが。この定例会、１１月２９日の

次は来年の２月１４日が定例会ですし、その１週間前が議会運営委員

会ということになります。 

 佐々木さんのさっきの提案は、その間にもう一度議会運営委員会を

というのは発言にあったかというふうに思うんですけれども、それが

可能かどうかということですね。１２月議会が終われば、精華町も木

津川市も議会報告の議会だよりの作成等があります。それ以外の議会

日程もいろいろあるかと思いますので、なかなかそこの間に日を定め

てしまうのはちょっと窮屈かなというのは正直思うんです。 

 ２月１４日の次は、定例会は１１月、まだ日は定まってないでしょ

うけど１１月だから、その間というのは少し時間もありますので、そ

こに必要な議会運営委員会を入れていくということは可能かなという

ふうに思うんですけど、いかがでしょうか。 

 佐々木さん。 
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 日程にこだわるわけではありませんが、そうであるとすれば、例え

ば来年の２月定例会の段階までにどこまでいくんだと。その後の日程

について、例えば夏のある期間を使ってどこまで検討を進めるんだ

と。最終は例えば１年後の、来年の１１月の第２回定例会ですよね。

には結論を出して、必要な、もし例規上の改正だとか手続が要るんだ

ったらそこまでたどり着くと。もちろん技術的な問題、山本さんも指

摘するように、例えばどういう機器を使うとか予算をどうするかとか

いった問題が発生するので、それをどのタイミングでやるかという問

題も発生はしますが、少なくとも今誰も反対してないんだったらやる

方向でとなったら、できるだけ早くやる必要があるので、会議日程と

同時に、いつまでに何をするのかについての確認が要るだろうとは思

ってます。 

宮嶋委員長  いつまでに何をするのかということを明確にして進めていこうとい

う提案ですけれども、いかがでしょうか。 

 松田さん。 

松田委員  日程とかはご相談いただいたらいいと思うんですが、できるだけ早

いほうがいいんじゃないかというふうには思っております。 

 ただ、私も議会運営の申し送り事項についてという文書を今拝見し

ておりまして、②の中に、とりわけ非常時における議会活動のところ

で、「非常時における議会活動を想定している先例があるのかを事務

局が調査することとなった」というふうに書かれておりますので、も

し事務局のほうから何かこの間、なさってらっしゃることとかがあれ

ば、ちょっとご報告をいただきたいなというふうに思います。日程に

ついては、可能な限り早くすべきだという認識です。 

宮嶋委員長  松井さん。 

松井事務局長  ただいまのご質問でございますが、我々のほうで整理をさせていた

だいたこの間の状況でいきますと、前回の８月２１日の議会運営委員

会におきまして、配付資料といたしまして、非常時の議会の活動資料

ということでおまとめさせていただいたもの、こちらのほうで総務省

の当時のいわゆる通知の動き、それから、例として全国町村議長会の

委員会条例の改正文、いわゆる一番大本になる部分です。オンライン

を導入するための条文例、それから精華町議会の会議規則と委員会条

例、それから福知山市の会議規則、こういったものを、条文としてこ

ういったふうに整理がなされているというお示しはさせていただいた

ところでございます。 

 以上でございます。 
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宮嶋委員長  ということで、もう一度これまでの出されたものも含めて、ちょっ

と議論をしていくということで、そうしたら、あれですか。ごめんな

さい、今日、ちょっと私、その資料を持ってこなかったんですけれど

も、精華町については先ほど佐々木さんが言われたものは全部含まれ

ているという理解でよろしいですか。 

 松井さん。 

松井事務局長  前回お示しいたしましたのはあくまでも会議規則の例文と、それか

ら委員会条例の条例文ですので、先ほどちょっといろいろ発言のあっ

た要綱でありますとか取扱いの中身についてまでは、確認はできてお

りません。 

宮嶋委員長  そうしたら、今までこの委員会で出されたものと、それから皆さん

が必要と思うものを、ちょっと事務局に手間をかけるわけですけれど

も、そろえていただいて、その上で委員会を再度開くということにし

たいと思うんですが。 

 そして、何をどこまでにという点でいいますと、今ここで出ている

話は、一つはオンラインの会議、議会というのはどこまでどうするか

という。技術的なことや予算を伴うことはその後に続くことですの

で、そこまで一緒にということにはならへんだろうと思いますので、

そこのところをするという、そういうこと。 

 それから、その前段として、非常時というのはどういうことを想定

してるのかとか、非常時における対応というのは、議会としてはどう

すべきかという、そういう手順をまとめたものをつくっていくという

ことで進めるということでよろしいですか。 

 佐々木さん。 

佐々木 

副委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 基本的にそれでいいと思うんですけども、これは経験的な発言で申

し訳ないけども、事務局任せというのは非常に議員が無責任になりま

す。これは別にここのことを言ってるわけじゃないです。よそも含め

て、経験上、そうです。 

 だから、事務局にお願いしたいのは、木津川市の、さっき休憩中に

何か議論されてたバインダーみたいなのがあるみたいなので、木津川

市の非常時、また、さっき委員長がおっしゃったコロナ対応の経緯と

いうか、こういうやり方でコロナ対応してきたという情報と、あと精

華は、一応また追加で調べますけども、精華の分は資料に載ってます

から。木津川市の対応の事例と、それから、さっきから何度も出して

る令和２年からの総務省の関連通知ですよね。多分５回か６回は出て

ると思うんだけども、についてちょっと資料収集をお願いするという

ことにしておいて、あとの福知山市とかいうのは前の資料に載ってる

わけだからね、福知山市議会の会議規則等は。これはもう参考にして
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もらったらいいし、その他については、これは各委員さんが自ら調べ

ると。こんなことをやって成功した議会があると。多分何とか市議会

さんはこういう方法でうまく、近い過去においてはコロナ対応のとき

に、こういう工夫をして、例えば市民の意見を入れながら補正予算に

対応してきたとかいったようなものは、やっぱり６人の委員が主体的

になってやらないと議論は前に進まないと思います。事務局任せとい

うのは議員が無責任になるのはもう経験的にそうですので。 

 だからそこは、少なくとも各委員１個以上の、例えばさっきあった

ように、非常時の対応の範囲をどうするかとかということについては

こういう先例がありますと。だから、この先例があるから、この先例

のうちのこの部分をこの議会で採用したらいいんじゃないかとかいっ

たような、具体的な調査と意見を持ってくる必要があるんだろうとは

思っています。 

 その上で、若干さっき申し上げたこととダブりますけども、相談せ

なあかんと思ってるのは、一つはさっき言ったように、８人の議員の

安否確認ですよね。安否確認ルールをどうするのか。オンライン会議

をやる場合に、さっきいろいろ出ましたけども、範囲をどうするの

か。どの範囲にするのか、またはどういうルールにするのかというと

ころについても調べられると思います。 

 山本委員からおっしゃったようなことは、さっき申し上げたように

全面否定はしませんが、それは議会の責務を果たすことと首長側の権

限の兼ね合いの部分がありますから、地方自治法第１７９条専決と第

１８０条専決というのをどのように整理するのかという議題になって

くるわけです。釈迦に説法かもしれませんが、第１７９条専決はいつ

も使われてる議会を招集する時間がないから首長が決めますというや

つです。第１８０条専決というのは、議会の専決委任で、議会側が条

例をつくって、この範囲だったら議会に議案提案しなくても首長側で

やってもらったらいいですよという、そういう専決委任と言われてる

ような条文です。 

 参考までに、精華町の場合は、例えば一旦契約した案件、議決案件

でいうと契約した案件で微々たる修正、ちょっと今、数字を忘れたけ

ども、例えば何％以内とか、増減ですよ。当初契約金額から増減何％

以内とか、最大何円とかいったような制限はかけるけども、微々たる

変更で一々議会を開く必要は多分ないだろうということで、そういっ

た一定の範囲内で首長に、要するに町長に第１８０条の専決委任をし

ています。 

 だから、山本さんのおっしゃるのをもしやるんだったら、無制限と

いう話に多分ならないと思うから、どういうケースの場合に管理者に

専決をしてもらってもいいよという提案があったら議論になるんで

す、それは。ぜひともそういう提案をしていかれたほうが具体的な検

討になってくるだろうとは思っています。 

 あと、さっきちょっとびっくりしたんだけども、委員長の発言で

は、木津川市役所自身も木津川決壊時には浸水想定地になってるのか

な。という話があったわけで、この施設はどうなのかとなるわけです
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よ。多分この今いる３階は大丈夫だと思うんだけども、けど、前の道

がもし冠水なり何らかのことが起こったら、崩れたりしたら、集まれ

ないわけです、ここには。この建物が大丈夫でも、ここに来ることが

無理になるわけです。 

 だから、そういった具体的な関連する木津川市庁舎、精華町役場、

ここの施設もどういう被災想定をされてるのか。地震時とか水害時と

か今あったと思うけども、災害想定に応じてやらなあかんことが、打

たなあかん手は変わってくるので、さっき申し上げたように、この施

設は大丈夫でもここに誰も来れなかったら、それはもう会議もできな

いし操業もできないわけだから、そういった非常時の想定をやってお

いて、じゃ、例えば水害時は木津川市役所は使えない。その場合は精

華町でやるというか、そういうような幾つかの設定を具体的に考える

必要があるなと思うので、できればちょっとこれも事務局にお願いし

たいなというのも、２つの市町の主要施設の被災想定を、できたらそ

ういう情報があれば、具体的にその代替案を考えられるのではないか

という気はしています。 

 以上です。 

宮嶋委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 佐々木さんからのところ、基本のところは事務局がつくっていただ

く、集めていただくということと同時に、委員自らが集めるなり調べ

るなりする必要があるのではないかという提案でしたけど、それにつ

いてはどうでしょうか。よろしいですか。 

 

  （はいの声） 

 

 特に異議ありませんので、じゃ、委員自らも調べる、そして資料を

集めるということで、じゃ、何をどう進めていくのかという点で、ち

ょっとそこのところ、佐々木さんからも今口頭で幾つか例示があった

と思うんですけれども、どうですかね、佐々木さんのところで今例示

いただいたようなことを簡単なメモにしていただいて、次の２９日の

ときにお出しいただいて、２９日、本会議終了後、短時間議会運営委

員会を開いて、そのところにそれぞれが分担するでもいいし全員でや

るでもいいんだけども、確認するというような作業をちょっとしまし

ょうか。そうしないと、これもうなかなか前に進みませんので。よろ

しいですか。 

 

  （はいの声） 

 

 じゃ、本会議終了後、そんなに時間は取らないと思いますが、議会

運営委員会を開くということでよろしいですか。 

 

  （はいの声） 
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 それはできますか。 

 松井さん。 

松井事務局長  ２９日の定例会の議事につきましては、先ほどご提案申し上げた内

容でございます。おおむねの時間帯で申し上げますと、９時半開会、

それから一般質問がお二方からございます。答弁合わせて３０分とい

うお約束ですので、最大で１時間、それで１０時半。その後、当然休

憩も必要かと思いますので、再開できるのが１０時４０分から１０時

４５分ぐらい。午前中でいいますと、残る１時間１５分で３つの議

案、１つの認定、２つの議案、１つの発議、この４つの議案審議をい

ただいてお昼を迎えるという状況ですので、そのお昼の迎え方が非常

に微妙かなというところです。 

宮嶋委員長  スムーズにいけば、昼超えるかも分からんけど、昼休憩取らずとも

終われるかなという見通しの話です。それにプラスして議運というこ

とになれば、ちょっとそこのところが微妙といいますか、になってく

るわけですけども、どうでしょうか。 

 ただ、日程的にはまた別のときを求めるというとなかなかそれは、

もうこの１２月議会、精華町の１２月会議を前にしては、ちょっとも

う難しいですよね、別の日というのは。もう定例会しかないというふ

うには思うんですけれども。 

 佐々木さん。 

佐々木 

副委員長 

 その日の午後って別の公務も入ってないんでしょう。 

宮嶋委員長  だから提案してるんです。 

佐々木 

副委員長 

 ないんだったら、もう別に昼を挟んでも、状況に応じて、一旦昼休

憩した後も続行するという方法を取らないと、それこそ今委員長おっ

しゃるように、再度集まったら、それこそ時間だけが延びていくだろ

うと思いますので、特に皆さん、拘束される公務が入ってないんだっ

たら、昼を挟んでやってもいいとは思います。状況次第ですけど。 

宮嶋委員長 

 

 

 

 

 １１月２９日、特別午後の公務が予定されているということがあり

ますでしょうか。 

 よろしいですか。 

 

  （はいの声） 
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 じゃ、それも午後いっぱい使うとかいう話ではなくて、議会運営委

員会で、次のときまでに議員として、議員各位が非常時における議会

活動について調査する中身を確認するということで議会運営委員会を

持たせていただきますので、ちょっとお昼の関係はそういう微妙なと

ころはありますけれども、それぞれそのつもりでご準備もいただい

て、お願いできますでしょうか。 

 

  （はいの声） 

 

 じゃ、それはそうさせていただきます。 

 あとの日程的なことですけれども、木津川市議会でもそういう議論

をしていただくということからいうと、来年２月１４日までに市議会

での一定の結論を見るというのはちょっとなかなか難しい。佐々木さ

んが言うように、それがいつまでも長引くのであれば独自にというこ

とで我々も話を進めるわけですが、一定そうなりますと、２月１４日

までにもう一回、定例の７日の議運以前に議会運営委員会を持つとい

うのはちょっと難しいかなという判断をしますので、佐々木さんから

提案があった来年の１１月定例会を一つのゴールとみなして、そこへ

一定の整理、成果物が確認できるような段取りで、どういう回数開く

かは別として、議会運営委員会を閉会中に持って進めていくという方

向でいかがでしょうか。 

 あと、これで終わりじゃないんです。まだ、後でも確認しますけど

も、幾つか申し送りで残ってることもありますので、そのことも当然

いつまでも延ばすことはできません。来年１１月、さらには再来年の

２月の後は、精華町議会で言えば議員の改選もありますし、木津川市

でも２年の役員の改選が起こってきますので、少なくともそこまでに

はいろんなことが整理終わらないとあかんので、来年１１月の定例会

と再来年の２月の定例会あたりまでには、これまでの課題が全部終わ

るということでやりたいというふうに思いますが、それでよろしいで

すか。 

 佐々木さん。 

佐々木 

副委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 基本的にはそれで結構だと思うんですけども、先ほど私、申し上げ

たのは木津川市ですが、非常時対応を決め切ってほしいと言ってるわ

けではなくて、少なくとも今日ここにいらっしゃる木津川市議会議員

のうちの５人は議会として非常時対応しなあかんということは了解を

得てるわけだから、多分その最低ラインを相談はしてほしいなとい

う、これは希望的な意見です。 

 さっきから何遍も申し上げてるように、議会が何の対応もしなくて

もいいという話に多分ならないと思うので。ただそれを木津川市さん

が個々にどういうふうな方法で何をするかというのは、それはもう木

津川市議会の話だからそこまで干渉はしませんが、木津川市議会の最
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終意見がまとまらなければうちも動けないということになってしまう

と、そのあたり、谷口さんからもあったようにおかしな話ですから、

木津川市が最終的に具体化に動かなくても、うちとしては当然具体化

をしていくということでいいとは思うんです。 

 ただ、何回も申し上げますが、一番懸念してるのは、木津川市議会

内に、市長に任せておけばいいという雰囲気が仮にあるとすれば、そ

れはちょっと議論しておいてもらわないと、また１年半後にメンバー

が替わったときに話がややこしくなってくるというのもありますの

で、そこの最低限の基本路線だけはできれば確認してほしいという、

これは希望として申し上げておきたいと思います。 

 あとは、もともとこの議会運営委員会を頻繁に開くことはかなり困

難だとは思うんだけども、今日の会議の冒頭にもあったように、前回

の８月に確認したことを文書で意見聴取してるわけだから、現実に。

今回も。だから、そんな大きな議論じゃない、言っちゃあれだけど

も、細かい議論に関しては、それこそみんなが集まらなくても、ちょ

っと事務局の手間かけるかもしれんけども、文書かメールか何かで意

見交換なりをするという方法も活用すれば、次の会議までに一定の意

見交換ができてて、結論を得やすい状況にはなってるだろうとは思い

ますので、必ずしも会議が開けなかったらあかんという話じゃなし

に、そこはいろんな方法を使って、今はもうネット時代だから、いろ

んな方法を使って進めてもらったらいいと。 

 ただし、冒頭申し上げたように、その会議の間にやれることについ

ては、その次の会議のときにしっかりと会議録に残るような確認をし

てもらうという条件つきではありますが、いろんな手を使いながらそ

れは進めていただければいいなというふうに思ってるところです。 

宮嶋委員長  今日ここで議論をされて、皆さんの一致した認識になったこと、そ

れから、特に非常時対応の議会の在り方については、私が議会運営委

員長として市議会の議長にお伝えをして、市議会としての対応をいた

だきますようにということは伝えさせていただきます。 

 その上で、今日自身、今日の議会運営委員会の整理としては、先ほ

ど言ったように、来年１１月の定例会には非常時対応の一定のまと

め、結論を出すと。成果物としてのものをつくっていくと。だから、

それは非常時対応をするという立場からそのようにするということに

しておきたいと思います。 

 ということで、よろしいですか、この非常時対応については。 

 山本さん。 

山本委員  非常時対応を決めるではなく、非常時対応を話合い、議論をして進

めるということを私は提案いたします。 
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副委員長 

 元に戻す、話を。 

山本委員  今まではなかったのを進めていくということですので。 

宮嶋委員長  だから、すみません。進めるということはゼロか１００ではなく

て、一定の到達点をつくり上げていくという意味ですね。だから、話

ししたけれども結局何もしませんでした、ゼロで終わりますというこ

とではないということはさっき確認したことやと思いますので。 

 それでいいですね。 

山本委員  なにか話の流れがゼロか１００みたいな、私、理解をしてしまいま

したので。 

宮嶋委員長  そうではないと。それではないんですよと。今の段階から一歩、二

歩、どこまで到達するかは今後の議論だけども、非常時対応という点

でのこの環境施設組合議会としてのところを来年の１１月までにつく

り上げるということでよろしいですかね。 

山本委員  それは１００ではないということですよね。 

宮嶋委員長  １００を、何を１００とするかというものでもありますから。 

山本委員  そういうように私は理解、話の流れでしてますので、その確認をし

てるんです。 

宮嶋委員長  はい。そういうことでよろしいですね。 

山本委員  はい。 

宮嶋委員長 

 

 

 

 

 

 了解です。 

 そうしたら、あと、先ほどありました８月２１日の議運で出されて

いる役員の選出方法、正副議長と正副議運委員長が、今、精華町から

議長が出た場合、議運委員長はどうするかという、そのことについて

佐々木さんのほうから、ちょうど５月の精華町の改選と木津川市が４



 34 

宮嶋委員長 

つづき 

月の改選で、２年がちょうどその時期に当たるので、そこがスムーズ

に進むようにという話がありました。 

 それと、議会としての広報広聴ということと、ＤＸについてという

テーマで出されていたことについては、今日自身はもう時間の都合も

ありますので、関係上、先送りにさせていただきます。 

 なお、先ほども言いましたように、２月７日が次の議運ですので、

そこまでにもう一度議運を持つということも日程的には無理かなとい

うふうに思いますので、それも含めて、再来年の２月定例会までには

結論が出るような段取り、だから、その段取りも非常時が終わってか

らということにはならない場合もあろうかと思います。並行してやら

なあかん場合もあろうかと思いますので、その点のあたりの整理もも

う一度皆さんのところで考えていただいて、少なくとも次、２月７日

の議運のときには、少し時間をいただいて議論ができればなというふ

うに思いますので、それでよろしいでしょうか。 

 

  （はいの声） 

 

 では、そういうふうにさせていただきます。 

 そうしましたら、今日の議題の最後の次第の３、その他です。次回

の議会運営委員会の日程ですが、先ほど申し上げましたように、令和

６年２月７日午前９時３０分開会というふうになっておりますが、こ

れでよろしいですか。ご異議ございませんか。 

 

  （はいの声） 

 

 異議がありませんので、次回は１１月２９日の本会議終了後に持つ

と。さらには、次々回は令和６年２月７日水曜日に開催するというこ

とに決定いたしました。 

 そうしたら、今日の議題はそれだけなんですが。 

 谷口さん。 

谷口委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 すみません。ちょっと私から提案がありまして、言わせていただき

ます。この環境組合で議員研修というのがないということに気づいた

んです。そのまた大前提として、私がこの環境施設組合の組合議員に

なってから、この環境の森センター・きづがわの施設見学というのも

きちんとさせてもらったことがないということにも気づいたんです。 

 まずは、全ての議員がこの環境の森センターの視察をするというこ

とと、その次に、やっぱり私たちの木津川市で出しているごみが最終

的にどういうふうになっていってるのかというのをきちんと自分の目

で確かめる責任もまたあると思います。 

 それで、ちょっといろいろ調べていますと、乙訓の環境衛生組合な

どは視察に行かれてます。大阪湾のフェニックスセンター、皆さんで

視察されて、ちゃんと自分の目で確かめてされてます。私、これ本当



 35 

谷口委員 

つづき 

に基本的なことだと思うので、議員研修というのをぜひやっていきた

いという、そういう提案です。 

 例規集、ちょっとチェックしたんです。４９９ページの組合職員等

の旅費に関する条例というのがありました。ここには５０４ページの

別表２のところに、「公選又は議会の議決若しくは同意を得て就任す

る特別職に属する職員」、すみません、ちょっと勘違い。この条例が

組合、私たち議員にも適用されるかどうかというところがこれだけを

読むとちょっと分からないという感じはするんですけれども、それも

含めて、私たちここの環境組合に属している議員が基本的なことを学

んでおく必要があるという意味での視察を提案したいと思います。 

 以上です。 

宮嶋委員長  今、谷口さんから議会の議員による視察研修という提案がありまし

たですけれども、いかがでしょうか。 

 大角さん。 

大角副議長  私も１期目のときに、１期のメンバーを集めて「ここへ行きましょ

う」とか、そういう形で、個々で見に行きました。説明を聞いて、こ

うなってますねと。ここだけじゃなくて、水道であったりとか、あと

もうちょっと城山台の京都大学なども見に行ったりとか、そういう形

で、議員として知らなければいけないことっていっぱいあるので、そ

ういう形で視察というふうに事務局を通してさせていただきましたの

で、多分皆さん、一度はここに来てそういう見学もされてるとは思い

ますけど、みんなでこれから一斉にやろうというところはどうかなと

いう部分はありますので、そういうお話を今させてもらいましたけ

ど、谷口さんはまだ全然この建物の施設をご覧になってないというお

話ですよね。 

宮嶋委員長  谷口さん。 

谷口委員  何か月か前に、ちょっと早めに来たときに、簡単に説明はしてもら

ったというのはあったんですが、実は見たことがないという話です。 

宮嶋委員長  はい、分かりました。 

 当施設を見るという点ではお金はかかりませんので、時間の確認だ

けできればそれはいいかと思うんですが、フェニックスだとか他の同

様の施設ということになると、当然予算が伴ってくると思うんです

よ。今の予算の中にそういう予算ってないですね。 

 松井さん。 
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松井事務局長  令和５年度におきましては、議員研修に係る議会費における予算の

計上というのはございません。 

宮嶋委員長  ですので、２月に来年度予算を検討するわけだけども、いや、来年

はそういうものをぜひということであれば、今ここで確認して予算を

組んでいただくときに考えていただきたいということを言うことはで

きるかというふうに思うんですけど、皆さん、いかがですかね。 

 佐々木さん。 

佐々木 

副委員長 

 私も、研修という方法がいいのか、検討したわけではないけども、

ここの施設及び２つの市町のごみ処理に責任を持つ議会としては、必

要な知識なりの確保が必要だとは思っています。 

 今委員長からもあったように、ここの施設だったら経費ゼロで行け

るので日程さえ調整すればいい話ですし、ほかに、例えば今あったよ

うに、精華に関してもフェニックスも関係してるし、あと燃えないご

みについては、中間処理としては、例えば南京都清掃社だとか三重中

央開発だとかというところと関連をしてるわけで、私はちょっと長い

こと議員やってるから三重中央開発とかに行くことあるんですけど

も、この議会としては行ったことないですね。精華町議会の所管の委

員会としては行ったことありますが、この委員会としては行ったこと

がないということで、認識を一致させるという意味では、計画的にや

ったほうがいいなとは思ってますので、具体的な計画は今後として

も、決算認定が終わったら来年度、今現在進行形かな、予算編成に移

ると思うので、その中では計上しておいてもらったほうがいいなとい

う気はしてます。 

 ただ、今の段階で宿泊を伴うような遠方までは、今のところは要ら

ないかと思うので、日帰り日程で必要な予算を確保した上で、具体的

な行き先については２月なりに協議をさせてもらって、来年度、可能

だったら実施をするという方向でいいんじゃないかとは思ってます。 

宮嶋委員長  そうしましたら、もうみんなが集まるときというのは、次はもう２

９日なので、２９日の午後って、そういう時間って取れますかね。 

 松井さん。 

松井事務局長 

 

 

 

 

 

 

 時間帯、先ほど昼の関係も申し上げましたが、その議論もぜひとも

１１月２９日にお願いをしたいと思います。でないと、次回２月には

当初予算の議案を上程いたしますので、その前の議会運営委員会であ

りましたら、申し訳ございませんが、ちょっと事務手続が非常に間に

合わないと、あるいは管理者会を再度開かねばならないようなことも

ございますので、それまでには一定の方向をお示しいただきたいと思

っております。 
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 ご議論いただく内容としては、先ほどありましたように方向や行き

先というのはあれなんですけども、公共交通で行ける場所なのか、そ

れともバスを借り上げるのか、これらによって予算の組み方も変わっ

てまいります。 

 先ほどちょっと幾つかの候補地がございましたが、私どもにつきま

しては、ここは可燃ごみを集めてきたものを最終処理をして、灰を大

阪湾のフェニックスに搬出しているというのが現状でございますの

で、中間処理の、例えば南京都清掃社さん、三重中央開発さんという

具体的な名称もございましたが、ここにつきましては、我々の施設と

は、いわゆる関与しない部分という処理をしている、いわゆる市町の

ほうで責任を持って中間処理、ここへ来るものではない処理をしてる

という部分にもなりますので、ちょっとそのあたりの位置づけという

のも整理をする必要があるのかなというふうには思っております。 

 例えばフェニックスでございますと、恐らくバスのほうが安易かつ

効果的に行けるのかなとも思いますし、それ以外の場所でございまし

たら、また公共交通と比較をして安価なほうをという作業も必要にな

ってまいりますので、できましたら、ある程度の候補となるべきとこ

ろ、それから方法、これらを２９日にめどを立てさせていただけれ

ば、予算のほうへ勘案していくことは、検討することはできるのかな

というふうに思っております。 

 以上でございます。 

宮嶋委員長  それと、２９日にここのセンター自身を見ることというのはできま

すか。 

 松井さん。 

松井事務局長  失礼いたしました。２９日の終了後、お時間の許す方につきまして

は、その後、我々職員でこの施設のいわゆる見学、通常の見学のルー

ト、それからＶＴＲでございますとか、こういったものを見ていただ

くことは可能です。 

宮嶋委員長  そうしましたら、日帰りであっても、先ほど局長のほうからあった

ように、公共交通で行けるのか、それとも何か乗り物を借り上げなあ

かんかのかということもあるので、当然予算が伴ってきます。 

 そこで２９日に、具体的にここやったらどうかというのを、案があ

れば出していただいて、それは来年度予算に反映いただくようにして

いくということと、ここの施設の見学も可能だということなので、そ

れも本会議終了後、定例会終了後の議会運営委員会の中で確認をした

いというふうに思いますが、それでよろしいですか。 

 佐々木さん。 
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佐々木 

副委員長 

 ちょっと今の、局長に反論するわけじゃないけども、確かに三重中

だとか南京都清掃社は直接は関係ないとは言うものの、今うちの議会

で問題というか議論になってるのは、いわゆる打越台からここに変わ

った段階で、燃やすごみの扱いが変更してますよね、一部。要するに

拡大されてるわけですよ。従来は打越台に持ち込めなかったものが持

ち込めるよというふうに変更してるんですよね。そのことが、ちょっ

と言い方は悪いかもしれんけど、ある意味住民のモラルハザードを起

こしてるのではないかというような懸念があって、住民に対してどこ

まで各家で処理をしてもらって、これは燃やす、これは燃やさないほ

うに回すかというところとの兼ね合いが出てくるので、それによって

この施設の処理量が変わってくるんですよ。 

 つまり、下手すると、いつまで使えるかという延命措置ができるか

どうかというふうにもなってくるわけ、もっと長い目で言えば。 

 だから、直接うちとは関係してないと言うものの、木津川市と精華

町のごみの収集分別方針とここの施設の処理能力、寿命というのは無

関係ではあり得ないわけだから、例えばごみ分別でもっといい実践を

しているということを、もちろん木津川市、精華町の独自の委員会で

やるのもいいんだけども、必要に応じてこの議会としても、そういう

優れた分別をして、その結果、焼却炉の延命措置ができてるだとか、

仮にあるとすれば、それはそれでうちの業務に関わってくるわけです

から、今の段階で必ずしも、現瞬間で関わってないから除外する必要

はないとは思っています。 

 だから、ごみ処理の一部をここは受け持ってるけども、ごみ処理自

身はやっぱり時代とともに出せるものも変わってくるかもしれない

し、前から宮嶋委員長がおっしゃってるようなプラスチックをどうし

ようとかいう話もあるわけだから、その辺についてはやっぱりトータ

ルで考えて、必要なものは取り上げていくべきだとは思っています。 

宮嶋委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 分かりました。 

 じゃ、取りあえずというか、２９日の中で、今の佐々木さんからの

発言や谷口さんからの発言を踏まえて、具体的な日帰りで考えられる

ようなところ、具体的な例示ができるようでしたら、それも含めてお

願いをしておきたいと思います。それでよろしいですかね。 

 

  （はいの声） 

 

 そうしましたら、ほか、特にないですか。 

 

  （なしの声） 

 

 ありがとうございました。 

 以上をもちまして、本日の議題は全て終了いたしました。 

 これをもちまして、木津川市精華町環境施設組合議会議会運営委員
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宮嶋委員長 

つづき 

会を閉会します。ご苦労さまでした。 

 ありがとうございました。 

                        （１１:４５） 

 この議事録の記載は、適正と認めここに署名する 
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